
科目名 不動産登記法 科目分類 

■専門科目群（第１グループ） 

□総合科目群（第２グループ） 

法律 学科 □必修 ■選択 

   学科 □必修 □選択 

英文表記  開講年次 □１年 ■２年 □３年 □４年 

ふりがな ふじわら しんえつ 開講期間 □前期 □後期 ■通年 □集中 

担当者名 藤原 信悦 修得単位 ４単位 

授業のテーマ 不動産登記の具体的イメージを理解する。 

到達目標 登記申請（書の作成）と登記簿の見方をマスターする。 

授業概要 毎回１テーマ完結で授業する。 

授業計画 

第１回 ２種類の不動産登記（権利の登記と表示の登記） 第17回 登録免許税 

第2回 登記簿（今は、簿は存在しない） 第18回 登記原因証明情報 

第３回 登記の対象（土地、建物、その他） 第19回 登記識別情報 

第４回 二重譲渡と民法１７７条（登記の重要性） 第20回 登記完了証 

第５回 町内会が集会所を新築したときの登記方法 第21回 取得時効と登記 

第６回 胎児は登記できるか。 第22回 相続と登記 

第７回 登記所、登記官 第23回 遺産分割と相続登記 

第８回 筆界特定 第24回 土地の一部の取得と登記 

第９回 地図 第25回 農地と登記 

第10回 登記における申請主義と職権主義 第26回 表示に関する登記の特殊性 

第11回 登記申請の原則 第27回 仮登記 

第12回 中間省略登記 第28回 本人確認（登記申請意思の確認を含む。） 

第13回 登記申請の審査 第29回 民法９４条２項の類推と登記 

第14回 登記申請の却下事由と取下げ 第30回 登記の公信力（物権法改正の今後の方向） 

第15回 前期のまとめ 第31回 後期のまとめ 

第16回 前期定期試験 第32回 後期定期試験 

授業時間外の 

学習 
とくになし。 

履修条件 

受講のルール 
民法（とくに物権法）の基礎を理解していることが望ましい。 

テキスト なし。 

参考文献・資料 なし。 

成績評価の方法 試験の結果による。 

オフィスアワー 授業終了後、１人１０分以内で対応する。 

成績評価の基準 

平成２８年度（２０１６）以降入学した学生 

  秀(100～90点)、優(89～80点)、良(79～70点)、可(69～60点)、不可(59点以下) 

平成２７年度（２０１５）以前に入学した学生 

  優(100～80点)、良(79～70点)、可(69～60点)、不可(59点以下) 

※出席回数が規定に満たない場合及び授業料その他納入金等の全額を納めていない場合は、試験を受ける

ことができません。 

学生への 

メッセージ 
授業中、静粛を保つこと（席の移動、教室から退席を含む。）。 

 




